
北上市議会告示第３号 

 

北上市議会政務活動費交付条例施行規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

 令和８年３月17日 

北上市議会議長 菊 池  勝       

 

  北上市議会政務活動費交付条例施行規程の一部を改正する告示 

 

北上市議会政務活動費交付条例施行規程（平成13年北上市議会告示第２号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

   北上市議会政務活動費交付条例施行規程 

様式第５号（第６条関係） 

［略］ 

２ 支出額 

（単位：円）  

科目 金額 備考 

研究研修費   

調査旅費   

［略］ 

［略］ 

   北上市議会政務活動費交付規程 

様式第５号（第６条関係） 

［略］ 

２ 支出額 

（単位：円）  

科目 金額 備考 

調査研究・研修費 

 

  

［略］ 

［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 



 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正後の北上市議会政務活動費交付条例施行規程の規定は、令和８年度分以後の政務活動費から適用し、令

和７年度分までの政務活動費については、なお従前の例による。 


